
 

 

南あわじ市における豚熱の患畜の確認について 

南あわじ市の養豚場で豚熱の患畜が確認されました。県では、国の指針に基づき、当該農場の

飼養豚の殺処分等、必要な防疫措置を開始することとしましたので、お知らせします。 

 なお、防疫措置を迅速かつ円滑に実施するため、本日、兵庫県豚熱対策本部会議を開催しまし

た。 

記 

１ 農場の概要 

  農場所在地：南あわじ市 

  飼養状況 ：養豚農場（飼養頭数 約 650 頭） 

２ 経過 

（1）７月 20 日 10 時半 当該農場から淡路家畜保健衛生所に、豚に異常が認められる旨の通報。 

（2）７月 21 日 13 時  淡路家畜保健衛生所で実施した遺伝子検査において陽性を確認 

（3）７月 22 日 17 時  国立 研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

における遺伝子検査にて患畜が確定 

３ 県の初動対応 

(1) 「兵庫県豚熱対策本部」、「兵庫県豚熱対策淡路地方本部」の設置（22 日 17 時 00 分設置） 

(2) 当該農場の部外者の立入制限、豚の出荷等の自粛要請（完了済み） 

(3) 当該農場の緊急消毒（完了済み） 

(4) 当該農場の飼養豚の殺処分及び処分豚の焼却、埋却、汚染物品(豚糞、飼料等)の埋却 

４  発生予防対策の徹底 

 (1) 豚飼養農場に対して、①異常豚発生時の早期通報、②飼養衛生管理の徹底、③消毒など、

最大限の防疫対策の徹底 

(2) 飼養農家等からの防疫対策の相談、経営相談等の相談窓口を設置 

    ・淡路県民局 洲本農林水産振興事務所 農政振興第２課 

   総合相談担当 TEL （０７９９）２６－２０９９ 

開設日時：月から金（祝祭日除く）９時 00 分～17 時 00 分 ※７月 23 日(日)については開設 

(3) 各家畜保健衛生所を通じて県内養豚農場等に情報提供するとともに、関係団体（県畜産

協会、全農兵庫、配合飼料基金協会等）に情報提供 

５ その他 

（1）豚熱は、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。 

（2）現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを 

侵害するおそれがあることなどから厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプ

ターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたしま 

す。 

（3）今後とも、本件に関する情報提供に努めていきますので、生産者等の関係者が根拠のない噂

などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。 
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